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唐

代

制

三生
ロ口

の

嘱

波

護

四=一一

目

次
は

じ

め

に

中
書
制
詰
と
翰
林
制
詔

制
話
作
成
の
手
順

封
駁
と
詞
頭
封
遺

制
詰

・
壁
記
か
ら
み
た
州
の
上
佐

お
わ
り
に

- 40ー

t主

め

に

じ

年
来
つ
づ
け
て
い
る
が
、

い
わ
ゆ
る
唐
宋
の
援
革
期
に
お
け
る
中
園
枇
曾
の
動
き
を
、
官
僚
機
構
の
大
幅
な
饗
貌
の
相
に
焦
黙
を
合
せ
て
跡
づ
け
ん
と
す
る
作
業
を
数

石
刻

さ
き
に
護
表
し
た
拙
稿
「
府
代
使
院
の
僚
佐
と
昨
召
制
」
(
紳
戸
大
祭
文
聞
宇
部
紀
要
第
二
腕
、

一
九
七
三
年
)
で
は

碑
文
の
碑
陰
題
名
な
ど
の
具
鎧
的
な
史
料
に
削
し
、
僚
佐
の
待
遇
面
に
関
心
を
梯
い
つ
つ
、
節
度
使
と
観
察
使
の
使
院
に
お
け
る
僚
佐
の
構
成

つ
い
で
前
稿
「
唐
代
の
照
尉
」

手
に
な
る
制
詩
と
壁
記
を
使

っ
て
唐
代
後
牢
期
に
お
け
る
官
制

・
官
職
の
箆
貌
の
さ
ま
を
考
察
せ
ん
と
し
、

に
係
尉
を
針
象
に
選
ん
だ

の
で
あ
っ
た
。

と
畔
召
制
の
質
際
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

(史
林
第
五
七
省
第
五
脱
、

一
九
七
四
年
)

で
は
、
唐
代
の
文
人
た
ち
の

そ
の
最
初
の
試
み
と
し
て
、

と
く



制
詰
と
は
、
個
々
の
官
僚
の
人
事
異
動
の
際
に
中
書
舎
人
な
い
し
知
制
諸
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
制
調
・
救
旨
で
あ
り
、
壁
記
と
は
、
官
臆

の
砕
土
に
、

そ
の
官
臆
・
官
職
に
閲
し
て
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
。

と
れ
ら
制
詰
と
壁
記
を
主
た
る
史
料
に
用
い
た
理
由
は
、
前
稿
で
述
べ
た
よ

う
に
、

「
大
唐
六
典
を
は
じ
め
、
正
史
や
政
書
の
類
に
あ
ら
わ
れ
た
詔
救
や
制
度
が
官
職
に
つ
い
て
の
一
般
通
則
を
示
し
、
新
し
い
官
職
に
就

か
ん
と
出
設
す
る
友
人
に
輿
え
た
銭
、
迭
の
序
や
書
が
除
り
に
も
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
性
格
を
も
つ
の
に
劉
し
、
特
定
の
個
人
や
官
職
を
割
象
と
し

た
制
詰
と
鹿
壁
記
は
、

そ
の
中
聞
の
性
格
を
有
し
、

客
観
的
か
つ
具
践
的
な
史
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
最
初
の

試
み
と
し
て
地
方
州
豚
制
の
末
端
、

品
官
の
最
下
位
の
官
職
た
る
豚
尉
を
封
象
に
選
ん
だ
の
は
、
鯨
尉
の
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
各
研
究
者
が
抱
く

イ
メ
ー
ジ
が
多
様
で
あ
っ
た
の
で
、

回
開
尉
の
位
置
を
ま
ず
確
定
し
て
お
き
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ

っ
た。

前
稿
執
筆
に
際
し
、
壁
記
に
つ
い
て
は

一
躍
の
解
説
を
施
し
た
が
、
制
詰
の
詳
細
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
、

し
て
お
い
た
責
を
本
稿
で
果
す
と
と
も
に
、
制
詰
に
現
わ
れ
た
唐
代
後
期
の
地
方
官
制
、

と
珠
告

と
り
わ
け
州
の
上
佐
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
て
み
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る
こ
と
に
し
た
い
。

中
書
制
詰
と
翰
林
制
詔

一
般
に
詔
救
と
よ
び
な
ら
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
天
子
よ
り
設
す
る
命
令
は

王
仁コ

と
よ
ば
れ
る
。
大
唐
六
典
・
巻
九
・
中
書
令
の
傑

加
堂
百
・
制
書
・
慰
務
制
書
・
瑳
日
教
・
救
旨
・
論
事
救
書
・
教
牒
の
七
種
を
由
挙
げ
て
い
る
が
、

①
 

書

・
制
書

・
敷
書
の
三
種
と
な
る
。

に
は
王
言
の
種
類
と
し
て
、

大
別
す
る
と
朋

一
方
、
唐
代
に
お
け
る
官
霞
除
授
の
制
は
、

官
爵
の
高
下
に
よ
っ
て

mm授
・
制
授
・
敷
授

・
奏
授

・
判
補

の
五
段
階
に
分
れ

お
お
む
ね
三
品
以
上
が
加
授
、

五
品
以
上
が
制
授
で
六
品
以
下
が
奏
授
、
流
外
が
剣
補
、
散
官
は
六
品
以
下
で
は
あ
る
が

特
別
の
理
由
に
よ
っ
て
奏
授
の
う
ち
に
含
ま
れ
な
い
も
の
を
教
授
と
い

っ
た
。
こ
の
う
ち
加
授
・
制
授
・
救
援
す
る
場
合
に
そ
れ
ぞ
れ
加
害
・
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制
書

・
敷
書
の
形
式
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

官
爵
除
授
の
際
、
す
な
わ
ち
新
た
に
職
事
官
・
散
官

・
動
官
・
霞
放
を
賜
興
し
、
あ
る
い
は
現
に
有
す
る
官
爵
を
剥
奪
す
る
に
際
し
て
、
本
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人
に
給
付
さ
れ
る
文
書
は

。&口'身多

と
よ
ば
れ
、
唐
の
告
身
の
い
く
つ
か
は
い
ま
に
俸
わ
り
、
綿
密
な
研
究
が
つ
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
そ
の

告
身
の
な
か
で
、
木
人
に
官
岳
町
を
興
奪
す
る
趣
旨
を
述
べ
た
制
旨

・
紋
旨
の
部
分
は
、
そ
れ
の
み
が
取
り
出
さ
れ
て
唐
人
の
文
集
、
あ
る
い
は

文
苑
英
華
な
と
に
数
多
く
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
制
授

・
救
授
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
王
言
は
、
文
苑
英
華
で
は
、
巻
三
八

O
か
ら
巻
四

一
九
に

至
る
四
十
巻
分
を
占
め
、

「中
書
制
詰
」
と
し
て
一
括
し
て
纏
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
加
授
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
王
言
は
、
文
苑
英
華
で

は
、
各
四
四
こ
か
ら
を
四
四
七
に
至
る
六
径
が
朋
文
、

俳
句
四
四
八
か
ら
径
四
五
八
に
至
る
十
一
巻
が
制
書
と
し
て
分
類
さ
れ
、

「
翰
林
制
詔
」

五
十
三
各
分
の
お
よ
そ
三
分
の
一
を
占
め
て
い
る
。

文
苑
英
華
が
、

唐
代
の
王
言
を
、

中
書
制
詰
と
翰
林
制
詔
に
二
大
別
し
て
牧
録
し
た
の

職
務
分
措
が
な
さ
れ
て
い

る
と
見
倣
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

は
、
唐
代
の
王
言
の
起
草
者
は
、
制
詰
を
捨
首
す
る
中
古
一
百
舎
人
な
い
し
知
制
詰
と
、
制
詔
を
捨
嘗
す
る
翰
林
皐
土
の
雨
者
か
ら
な
り
、
判
然
と

そ
こ
で
、
王
言
の
起
草
に
首

っ
た
唐
人
や
宋
人
の
文
集
に
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で

つ
ぎ
の
よ
う
な
結
果
が
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
制
詰
類
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
か
を
調
べ
て
み
る
と
、

唐

・
陸
費

「陸
宣
公
集
」
制
詰
叩
巻
。

唐

・
元
積
「
元
氏
長
慶
集
」
制
詰
日
巻
。
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唐

・
白
居
易
「
白
氏
文
集
」
中
書
制
詰
6
巻

・
翰
林
制
詔
4
巻。

宋

・
欧
陽
線
開
「
欧
陽
文
忠
公
集
」
外
制
集
3
巻

・
内
制
集
8
巻。

宋

・
王
安
石

「
臨
川
先
生
文
集
」
外
制
7
巻

・
内
制
4
巻
。

宋

・
蘇
輯

「東
技
集
」
外
制
集
3
巻

・
内
制
集
叩
巻。

宋

・
蘇
轍
「
築
城
集
」
西
被
告
詞

6
を
・
北
門
書
詔
2
巻。

こ
の
う
ち
、
元
氏
長
慶
集
に
は

「制
詰
序
」
が
あ
り
、
欧
陽
文
忠
公
集
に
は
、

「外
制
集
序
」
、
「
内
制
集
序
」
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

一
覧
表
か
ら
、
宋
人
の
場
合
、
外
制
あ
る
い
は
西
被
告
調
が
さ
き
の
文
苑
英
華
に
い
う
中
書
制
詰
に
、
内
制
あ
る
い
は
北
門
書
詔
が
文
苑
英
華

に
い
う
翰
林
制
詔
に
そ
れ
ぞ
れ
針
躍
す
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
唐
人
の
場
合
に
は
、
白
氏
文
集
を
除
き
、
制
詰
と
制
詔
の
匡
別
を
し
て



い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
白
氏
文
集
で
は
、
中
室
百
制
詰
と
翰
林
制
詔
の
区
分
は
た
し
か
に
な
さ
れ
て
は
い
る
の
で
あ
る
が
、

の
内
容
に
立
入
っ
て
子
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
文
苑
英
筆
の
匡
分
と
必
ら
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
。

そ

例
え
ば
、
文
苑
英
肇
の
中
書
制
詰
の

部
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
「
授
空
貿
易
直
給
事
中
制
」

「
温
造
可
起
居
合
人
充
鎖
州
四
面
宣
慰
使
制
」

「授
委
度
中
書
舎
人
制
」
「
授
崖
群
中
書
舎
人
制
」

文
苑
英
華
の
翰
林
制
詔
の
部
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
「
封
大
和
長
公
主
制
」
(
省
四
四
六
)

(
傘
四
六

一
〉
は
、
自
民
文
集
で
は
と
も
に
中
書
制
詰
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
、
と
い

っ
た
案
配

(
谷
三
八
一
)

(
と
も
に
省
三
八
二
〉
は
、

由
氏
文
集
で
は
い
ず
れ
も
翰
林
制
詔
で
あ

っ
た
し

な
の
で
あ
る
。
唐
初
に
お
い
て
王
言
の
起
草
を
掌
ど
る
の
は
中
書
舎
人
で
あ
っ
た
の
が
、
や
が
て
中
期
に
い
た
っ
て
天
子
に
直
属
す
る
翰
林
準

@
 

土
が
登
場
し
、
そ
れ
を
分
推
す
る
に
至
る
。
そ
の
詳
細
は
山
本
隆
義
『
中
園
政
治
制
度
の
研
究
』
(
一
九
六
八
年
)
に
一
譲
一
る
と
し
て
、
唐
後
半

@
 

期
に
あ
っ
て
も
、
中
書
舎
人
(
知
制
詰
〉
と
翰
林
皐
土
と
を
粂
ね
る
と
と
は
珍
ら
し
く
な
く
、
中
室
百
合
人
と
翰
林
皐
土
と
の
分
掌
、
し
た
が
っ
て

制
詰
は
必
ら
ず
中
警
合
人
な
い
し
知
制
詰
が
起
草
し
、
制
詔
は
必
ら
ず
翰
林
間
学
士
が
起
草
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
っ
た
明
瞭
な
職
務
分
携
は
確

立
し
て
い
な
か
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
天
子
の
直
接
の
詔
た
る
内
制
を
起
草
す
る
の
は
翰
林
皐
士
院
に
属
す
る
翰
林
皐
土
で
あ
り
、
同
じ
天

子
の
た
め
の
代
筆
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
が
宰
相
の
命
に
よ
っ
て
起
草
せ
し
め
ら
れ
る
外
制
の
場
合
に
は
、
合
入
院
に
属
す
る
知
制
詰
(
中
書
舎
人
)

が
掌
ど
る
こ
と
に
な

っ
て

い
た
宋
人
の
目
で
整
理
さ
れ
た
の
が
、
文
苑
英
華
の
区
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
苑
英
華

- 43一

で
は
、
宰
相
や
節
度
使
へ
の
辞
令
は
翰
林
制
詔
と
し
、
観
察
使
・
防
禦
使
・
園
練
使
と
、
節
度
使
の
僚
佐
、
観
察
使
な
ど
の
僚
佐
、
そ
れ
に
州

豚
官
は
す
べ
て
中
書
制
詰
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
唐
後
半
期
に
お
け
る
地
方
官
制
の
貫
態
究
明
の
観
貼
か
ら
王
言
を
吟
味
せ
ん
と
す

る
本
稿
に
と
っ
て
、
翰
林
制
詔
は
い
ま
の
と
こ
ろ
措
い
て
お
い
て
、
中
書
制
詰
を
主
に
取
上
げ
る
が
故
に
、

「
唐
代
の
制
詰
」
と
題
し
た
次
第

な
の
で
あ
る
。
な
お
、
唐
大
詔
令
集
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
僻
令
書
は
、

お
お
む
ね
文
苑
英
牽
の
翰
林
制
詔
で
あ
っ
て
、
中
書
制
詰
は
牧
鋒
さ
れ

て
い
な
い
。

文
苑
英
華
一
千
巻
の
う
ち
、

九
十
三
巻
分
を
占
め
た
制
詰
と
制
詔
は
、
文
苑
英
華
の
簡
約
版
と
見
倣
さ
れ
が
ち
な
詩
文
の
穂
集
唐
文
粋
一
百
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巻
に
は
、

一
篇
も
牧
録
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
欧
陽
惰
「
内
制
集
序
」

〈
欧
陽
文
忠
公
文
集
名
八
二
)
に
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い
ま
皐
士
つ
く
る
所
の
文
書
お
お
し
。

主円
詞
と
粛
文
に
至
り
て
は

必
ら
ず
老
子
・

浮
園
の
読
を
用
い
、
新
一眼
と
秘
覗
に
は
、
往
お
う
家

人

・
里
芯
の
事
に
近
し
。
而
し
て
制
詔
は
宣
読
に
使
な
る
を
取
り
、
常
に
拘
わ
る
に
世
俗
の
い
わ
ゆ
る
四
六
の
文
を
以
て
す
。
主
ハ
の
類
多

(
今
慰
土
所
作
文
書
多
失
。
至
於
育
詞
薦
文
。
必
用
老
子
浮
脳
之
説
。

く
か
く
の
如
し
。

然
れ
ば
則
ち
果
し
て
之
を
文
章
と
謂
う
べ
き
者
か
。

新
劇
秘
飢
。
往
往
近
於
家
人
里
巷
之
事
。
而
制
詔
取
使
於
宣
鎖
。
砕巾拘
以
世
俗
所
謂
四
六
之
文
。
其
類
多
如
此
。
然
則
架
可
謂
之
文
掌
者師陣
。〉

と
あ
る
よ
う
に、

制
詰
が
四
六
駒
優
位
で
書
か
れ
る
の
が

一
般
的
で
あ

っ
た
か
ら
、

四
六
文
と
五
七
言
詩
を
除
外
す
る
方
針
を
つ
ら
ね
い
た
唐

文
腕
什
で
は
意
識
的
に
省
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
白
氏
文
集
所
牧
の
中
章
一回
制
詰
六
巻

の
う
ち、

三
巻
分
は
五
百
陸
。
す
な
わ
ち
餅
鎧
で
あ

で
多
少
の
散
意
を
加
味
し
た
文
鐙
で
あ
っ
た
が
、
唐
文
粋
の
取
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

り
、
残
り
三
巻
分
は
正
刺
鎧
。

鈴
木
虎
雄
氏
が

「
詔
放
と
い
ふ
も
の
は
朝
廷
に
於
て
之
を
宣
議
す
る
も
の
で
あ
る
。
宣
誼
す
る
た
め
に
は
句
調
の
わ
る
い
も
の
よ
り
は
よ
い
も

の
が
よ
い
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
い
よ
い
よ
詔
軟
に
は
四
六
文
が
採
用
せ
ら
れ
て
己
ま
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
散
文
が
盛
と

な
っ
た
唐
の
中
葉
以
後
、
及
び
宋
に
な
っ
て
も
己
ま
ね
と
い
ふ
の
は
必
要
が
有
っ
た
か
ら
で
あ
る。
」

(「支
那
の
詔
紋
X
と
其
の
起
車
者」
、
東
方
皐

-44-

報

・
京
都

・
第
九
州
、

一九
三
八
年
)
と
述
べ
ら
れ
た
の
は
、
け
だ
し
至
言
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

制
詰
作
成
の
手
順

つ
ぎ
に
、
中
古
一
回
制
詰
は
如
何
な
る
過
程
を
経
て
起
草
さ
れ
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。
中
書
舎
人

(
な
い
し
は
知
制
話
。
以
下
同
じ
。)

が
制
詰
を

起
草
す
る
際
に
は

ま
ず
。
詞
頭
。
が
興
え
ら
れ
た
。

タ司
員
-コ
ロ
一E
b
LY

と
は
制
文
の
冒
頭
の
部
分
、

す
な
わ
ち
街
令
書
の
見
出
し

の
部
分
を
い
う
。

こ
の
部
分
に
は
、

制
文
の
要
領
を
総
括
し
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

中
書
舎
人
に
劃
し
て
、

斯
く
斯
く
の
趣
旨
で
書
く
よ
う
に
と
の
命
が
下
る

と
、
中
書
舎
人
は
う
け
と

っ
た
詞
頭
の
意
を
汲
ん
で
そ
の
日
の
う
ち
に
制
詰
を
起
草
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

容
椋刷
三
筆

・
巻
四
・
外
制
之
難

の
僚
に

い
う
よ
う
に
、
だ
か
ら
中
書
舎
人
の
職
務
は
難
か
し
い
、
と
さ
れ
て
い
た
。
筆
を
下
せ
ば
た
ち
ま
ち
に
成
り
下
書
ぎ
を
か
く
必
要
が
な

い
者
と
か
、

数
十
の
制
諮
を
執
筆
す
る
の
に
同
僚
と
談
笑
を
ま
じ
え
な
が
ら
す
る
と
い

っ
た
猛
者
も
い
る
か
と
思
え
ば
、

他
方
で
は
、
晩
に
な



っ
て
も

一
言
も
書
け
ず
に
苦
し
む
者
、
循
ね
く
群
籍
を
検
討
し
て
正
確
を
期
し
、
ま
た
入
念
に
文
章
を
推
蔽
す
る
者
も
い
た
の
で
あ
る
。
か
れ

ら
中
書
舎
人
は
、
詞
頭
に
も
と
づ
き
、
任
命
し
よ
う
と
す
る
官
職
が
現
時
黙
に
持
っ
と
こ
ろ
の
意
味
を
述
べ
、
被
任
命
者
の
人
物

・
履
歴

・
能

カ
を
述
べ
、
最
後
に
こ
の
任
用
に
よ

っ
て
期
待
さ
れ
る
数
果
を
述
べ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
際
か
れ
ら
は
、
制
詰
の
書
儀
す
な
わ
ち
文

例
集
の
類
を
活
用
し
て
、
制
詰
を
作
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
残
念
な
が
ら
、
唐
代
の
制
詰
の
室
田
儀
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
宋
の
曾
輩
(
一

O
一九
J
八
三
)
の
元
豊
類
稿
に
制
詰
擬
詞
が
四
巻
に
わ
た
っ
て
牧
め
ら
れ
て
お
り
、
恐
ら
く
こ
の
よ
う
な
書
儀
が
唐
代
に
も
い
く
つ
か
存
在
し

た
と
考
え
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。

曾
輩
の
制
詰
擬
詞
は
、

元
豊
の
官
制
改
革
後
に
作
成
さ
れ
た
た
め
に
、
元
豊
の
官
制
改
革
の
意
義
を
強
調
し
て
い
る
の
は
、

し
ご
く
嘗
然
の

い
た
三
司
が
、
解
瞳

・
消
滅
し
て
、

こ
れ
ま
で
経
済
に
閲
す
る
こ
と
は
す
べ
て
慮
理
し
中
央
政
府
の
中
で
中
核
的
な
位
置
を
占
め
て

か
わ
り
に
向
書
省
の
戸
部
な
ど
が
復
活
し
た
こ
と
は
官
制
史
上
、
重
期
的
な
大
事
件
で
あ
っ
た
側
、
制
詰

こ
と
で
あ
ろ
う
。
元
壁
の
新
制
度
に
お
い
て
、

戸
部
の
中
蓋
に
於
け
る
や
、
周
官
司
徒
の
職
た
り
、
財
賦
の
調
度
、

金
穀
の
出
入
を
掌
ど
り
、
以
て
邦
園
の
用
を
待
つ
。
唐
・
五
代
を
歴
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擬
詞
に
含
ま
れ
て
い
る
「
戸
部
向
書
制
」

(
元
堕
類
稿
、
各
二
四
〉
の
前
牢
に
は
、

る

や

、

征

徴

煩

輿

し

、

地

官

の

職

、

蓋

し

虚

競

を

存

す

る

の

み

。

め
、
位
を
排
じ
て
以
て
庶
務
の
寅
を
責
む
。
尚
書
は
政
の
本
、
典
の
領
、
経
費
の
司
は
、
属
す
る
と
こ
ろ
尤
も
重
し
。
博
く
天
下
の
土
を

求
め
て
、
以
て
其
の
官
に
宜
し
く
す
べ
し
。
某
は

:
:
(戸
部
之
於
中
華
。
矯
周
官
司
徒
之
職
。
掌
財
賦
之
調
度
。
金
穀
之
出
入
。
以
待
邦
闘
之
用
。

而
し
て
使
名
雑
出
す
。

い
ま
除
は
名
を
正
し
て
以
て
翠
臣
の
位
を
定

歴
唐
五
代
。
征
数
煩
輿
。
而
使
名
雑
出
。
地
官
之
職
。
葦
存
虚
脱
而
己
。
今
般
正
名
以
定
翠
臣
之
位
。
緋
位
以
責
庶
務
之
賞
。
向
世
一
回
政
本
典
領
。
経
費
之
司
。

所
属
尤
重
。
博
求
天
下
之
士
。
以
宜
其
官
。
某

:
:
)

と
書
か
れ
て
い
る
。
中
蓋
と
は
尚
書
省
の
こ
と
。
使
名
雑
出
と
は
、
盛
観
使
、
度
支
使
、

そ
し
て
三
司
使
な
ど
の
使
職
が
つ
ぶ
口
つ
ダ
に
成
立
し

た
こ
と
を
指
す
。
地
官
は
戸
部
の
こ
と
。
こ
の
制
詰
を
、

元
豊
の
官
制
改
革
前
に
、

王
安
石
が
召
試
三
道
の
一
と
し
て
書
い
た
「
翰
林
築
士
除
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三
司
使
制
」

(臨
川
先
生
文
集
・
各
四
九
)
の
回
目
頭
に
、
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救
す
。
三
司
使
は
天
下
の
盛
選
な
り
。
向
蓄
の
六
官
、
名
存
し
質
去
り
て
自
り
、
而
し
て
三
司
の
職
事
、

線
ぶ
る
と
こ
ろ
多
ぎ
に
居
る
。

則
わ
ち
夫
れ
仁
明
粛
支
も

っ
て
世
を
輔
け
物
を
済
う
に
足
る
者
に
非
れ
ば
、
実
れ
か
宜
し
く
此
に
任
ぜ
ん
や
e

具
官
某
は
:
:
(
殺
。
三
司

使
天
下
之
感
選
也
。
自
向
喜
六
官
名
存
質
去
。
而
三
司
之
職
事
所
総
居
多
。
則
非
夫
仁
明
蔚
支
足
以
輔
世
演
物
者
。
実
宜
任
此
哉
。
具
官
某
:
:
:
)

と
あ
る
の
と
並
べ
る
と
、

そ
れ
ら
の
官
職
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
黙
に
お
い
て
有
し
て
い
た
意
味
が
、

制
詰
の
う
ち
に
簡
明
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

曾
輩
の
制
詰
擬
詞
の
如
き
制
詰
の
霊
園
儀
が
唐
代
に
も
い
く
つ
か
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
と
想
定
し
た
の
で
あ
る
が
、

成
し
た
制
詔
制
詰
は
タ
白
撲
。
と
稿
し
て
、
模
範
例
と
な
り
、
新
人
の
翰
林
皐
土
た
ち
に
大
唐
六
典
よ
り
も
重
賀
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
元

棋
の
「
酬
祭
天
徐
思
不
量
加
魚
六
韻
之
作
」

た
と
え
ば
、

白
居
易
の
作

(
元
氏
長
度
集
・
倉
一
一
一

一)
の
「
白
撲
流
停
用
輯
新
」
の
原
註
に
、

繁
天
、
翰
林
・
中
設
一
回
に
於
て
、
書
詔
批
答
詞
な
ど
を
取
り
、

撰
し
て
程
式
と
魚
す
。
禁
中
、
抗
し
て
白
撲
と
日
う
。
新
入
の
皐
土
あ
る
毎
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に
、
求
訪
し
質
重
す
る
こ
と
、
六
典
よ
り
過
ぐ
る
な
り
。

(祭
天
於
翰
林
中
書。

取
書
詔
批
答
詞
等。

撰
潟
程
式
。
禁
中
税
目
白
撲
。
毎
有
新
入
閣
学

士
。
求
訪
資
重
。
過
於
六
典
也
。
〉

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
白
氏
文
集
に
牧
諒
さ
れ
て
い
る
多
数
の
制
詰
類
は
、

正
式
の
天
子
の
名
に
お
い
て
輿
え
ら
れ
た
も
の

ば
か
り
で
は
な
く
白
居
易
の
個
人
的
な
習
作
が
か
な
り
の
割
合
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
花
房
英
樹
「
白
氏
文
集
校
訂
齢
録
」
(
京
都
府

一
九
六
六
年
)
・
卒
岡
武
夫
「
杜
佑
致
仕
制
札
記
」

註
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
宋
の
欧
陽
惰
の
「
内
制
集
」
が
、
後
輩
の
翰
林
同
学
士
た
ち
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
の
も
、

立
大
民話十
術
報
告
人
文
十
八
税
、

(鈴
木
博
士
古
稀
記
念
東
洋
翠
論
叢
、

一
九
七
二
年
)
に
よ
っ
て
論

そ
の
よ
う
な
意
味
あ

い
で
受
け
取
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、

阪
除
叢
考
・
巻
二
七

・
詰
敷
の
僚
で
超
翼
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
北
宋
時
代
、
百
官
の
人
事
異
動
の
際
の
制
詰
に
は
一
定
の
レ
デ
ィ

メ

l
ド
を
用
い
て
い
た
こ
と
さ
え
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
宋
史
・
巷
=
=
二
・
孫
抹
俸
に
よ
れ
ば
、
照
寧
年
聞
の
末
年
に
知
制
詰
と
な
っ
た
と
き

の
こ
と
と
し
て
、



是
れ
よ
り
先
、
百
官
の
運
叙
、
一
定
の
詞
を
用
う
。
株
建
言
す
e

群
臣
の
秩
を
進
む
る
は
、
事
理
お
の
お
の
異
な
る
に
、
而
る
に
同
に
一

の
詞
を
用
う
。
或
い
は
一
門
の
う
ち
、
数
人
奔
恩
し
、
名
護
散
殊
な
る
に
、
而
る
に
格
す
る
に
一
律
を
以
て
し
、
荷
め
に
筒
使
に
従
う
に

至
り
て
は
、
王
言
を
暢
べ
命
令
を
重
ん
ず
る
所
以
に
非
ざ
る
な
り
。
(
先
是
百
官
遷
除
。
用
一
定
之
詞
。
珠
建
言
。
群
臣
進
秩
。
事
理
各
異
。
而
同

用
一
詞
。
至
或
一
門
之
内
。
数
人
奔
恩
。
名
健
散
殊
。
而
格
以

一
律
。
有
従
簡
便
。
非
所
以
暢
王
言
重
命
令
也。〉

と
い
う
記
事
を
停
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
律
令
官
制
内
の
人
事
異
動
の
場
合
に
は
、
被
任
命
者
の
人
物
・
履
歴

・
能
力
は
、

考
課
す
な
わ
ち
勤
務
評
定
の
過
程
で
、
中
央

政
府
に
書
類
が
揃
っ
て
い
た
か
ら
問
題
は
な
い
が
、
唐
中
期
以
後
に
出
現
し
た
、
令
外
の
官
た
る
使
院
に
お
け
る
僚
佐
野
召
の
場
合
に
は
、
如

何
な
る
手
順
を
と
っ
て
制
詰
が
作
成
さ
れ
た
の
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

節
度
使
あ
る
い
は
観
察
使
は
、
自
己
の
裁
量
で
下
僚
を
辞
召
し
た
あ
と
、
中
央
政
府
に
正
式
の
許
可
を
う
る
書
類
す
な
わ
ち
薦
拳
の
肢
を
節

度
掌
書
記
あ
る
い
は
観
察
支
使
あ
る
い
は
そ
の
代
理
の
者
に
書
か
せ
、
そ
れ
を
中
央
政
府
に
迭
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
使
院
僚
佐
へ
の
制
詰
は
、

こ
の
薦
出
替
の
肢
を
下
敷
に
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
さ
る
。
こ
の
よ
う
な
薦
奉
の
肢
の
寅
例
と
し
て
、
令
狐
楚

「奏
醇
芳

充
支
使
朕
篤
人
作
」

・

李
商
憶
「
震
安
卒
公
禿
州
奏
杜
勝
等
四
人
充
判
官
賦
」
同
「
魚
楼
陽
公
陳
許
奏
韓
涼
等
四
人
充

た
と
え
ば
そ
の
う
ち
の
最
後
の
肢
は
、
舎
昌
元
年
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〈
文
苑
英
華
・
倉
六
三
八
)

剣
官
朕
」

(
と
も
に
李
義
山
文
集

・
谷
二
、
文
苑
英
華

・4
匂
六
三
九
〉
が
俸
え
ら
れ
て
い
る
が
、

(
八
四
二
〉
新
た
に
忠
武
軍
節
度
・
陳
許
観
察
使
と
し
て
赴
任
し
た
ば
か
り
の
王
茂
元
の
痛
に
李
商
隠
が
起
草
し
、
韓
諒
を
節
度
剣
官
に
、
段
環

を
節
度
掌
書
記
に
、
袈
濯
を
観
察
支
使
に
、
夏
侯
瞳
を
節
度
巡
官
に
王
茂
元
が
辞
召
し
た
こ
と
を
追
認
し
あ
わ
せ
で
憲
官
な
ど
を
輿
え
ら
れ
ん

こ
と
を
願
っ
て
、
懇
切
に
書
か
れ
た
上
奏
文
で
あ
る
。
そ
の
薦
問
挙
の
黙
の
な
か
で
節
度
掌
書
記
に
辞
召
し
た
段
環
の
僚
を
例
に
す
る
と
、
そ
の

全
文
は
、

つ
ぎ
の
逼
り
で
あ
る
。

右
件
の
官
、
言
思
邪
な
く
、
翠
び
て
有
道
に
就
辛
口
、

し
ば
し
ば
従
事
た
り
て
、
常
に
正
人
を
佐
く
。
し
か
の
み
な
ら
ず
文
僻
に
富
有
し
、
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草
隷
に
精
な
り
、
備
に
し
て
且
つ
検
、
通
じ
て
亦
た
流
れ
ず
。

臣
が
部
す
る
所
、
柏
や
京
都
よ
り
遠
く
、
毎
に
章
奏
に
繁
し
。
敢
え
て
五
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に
上
請
し
、
以
て
自
随
せ
ん
こ
と
を
乞
う
。
伏
し
て
請
う
ら
く
は
、
査
に
依
り
て
憲
官
を
賜
授
し
、
臣
が
節
度
掌
書
記
に
充
て
ら
れ
ん
と

と
を
。
(
右
件
官
。
言
問
抗
日邪
。
思
就
有
道
。
医
局
従
事
。
常
佐
正
人
。

加
以
富
有
文
節
。
梢
於
事
談
。
俄
而
且
検
。
通
亦
不
流
。
田
所
部
和
遠
京
都
。
怨

繁
章
一奏
。
敢
弦
上
請
。
乞
以
自
陥
。
伏一苅
依
資
問
問
授
芯
官
ご
充
臣
節
度
掌
書
記
。
)

右
件
の
官
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
節
度
使
等
の
使
職
を
指
す
。
ま
た
夏
侯
慢
の
候
に
は
、

器
を
身
に
臓
し
、
仁
を
筋
す
こ
と
己
れ
に
由
り
、

献
円
荘
に
し
て
犯
し
難
く
、
動
挺
に
し
て
揺
る
が
ず
。
臣
は
任
柑
循
に
切
な

つ
智
の
よ
う
に
い
う
。

正
人
と
は
長
官
の
こ
と

で
あ
る
か
ら
、

り
、
務
稽
勾
に
繁
し
。
仙
尉
を
印
問
め
て
、

以
て
賓
階
を
重
ん
ぜ
ん
こ
と
を
思
う
。
伏
し
て
請
う
ら
く
は
、
資
に
依
り
て
一
官
を
改
授
し、

臣
が
節
度
巡
官
に
充
て
ら
れ
ん
こ
と
を
。

(右
件
官
。
務
総
於
身
。

震
仁
由
己
。
商
問
荘
難
犯
。

勤
挺
不
揺
。
巨
任
切
鮒
循
。
務
繁
稽
勾
。
思
留
仙
尉
。

以
重
賓
階
。
伏
請
依
資
改
授
一
官
。
充
臣
節
度
巡
官。
)

し
か
も
、

四
人
に
射
す
る
こ
の
薦
穆
の
紋
だ
け
が
中
央
に
迭
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
と
き
宰
相
に
宛
て
て
、

よ
り
簡
潔
な
請
願
朕
が
別

に
迭
ら
れ
た
の
で
あ

っ
て、

李
商
隠

「
痛
楼
陽
公
許
州
請
判
官
上
中
書
紋
」

(奨
南
文
集
補
編
・

径
一
一
)
が
そ
れ
に
嘗
る
。

そ
の
楼
陽
公
許
州
王
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茂
元
の
た
め
に
判
官
を
請
い
中
書
に
た
て
ま
つ
ら
れ
た
肢
の
全
文
は
、
次
の
通
り
。

韓
掠

・
段
環

・
袈
漣

・
夏
侯
噴
。
右
件
の
官
ら
、
あ
る
い
は
金
を
断
つ
の
茜
友
、
あ
る
い
は
葦
を
傾
け
る
の
新
知
、

既
に
賓
祭
に
籍
る
あ

れ
ば
、
敢
え
て
白
か
ら
主
揮
に
軽
し
。
制
ち
以
て
朕
を
具
し
て
奏
請
し
詑
れ
り
。

伏
し
て
乞
う
ら
く
は
、
相
公
ま
げ
て
殊
恩
に
賛
し
、
こ

と
ご
と
く
私
懇
を
允
し
、

鄭
騨
を
孤
に
す
る
を
菟
れ
、

燕
蓋
を
辱
し
め
ざ
ら
し
め
ら
れ
ん
こ
と
を
。

謹
み
て
吠
を
録
し
て
上
ま
つ
る
。

(
韓
際
段
環

・
裂
蓮

・
夏
侯
略
。
右
件
官
等
。
或
断
金
沓
友
。
或
傾
蓋
新
知
。
既
有
蕗
子
賓
祭
。
敢
自
経
子
主
揮
。
嗣
以
具
欣
奏
請
吃
。
伏
乞
相
公
曲
賞

殊
恩
。
鐙
允
私
懇
。
使
克
孤
鄭
勝
。
不
辱
燕
率
。
議
制
限
欣
上
。
)

鄭
騨
は
鄭
嘗
時
が
騨
馬
を
用
意
し
て
賓
客
を
も
て
な
し
た
故
事
を
ふ
み
、
燕
昭
王
が
賢
者
を
招
い
た
蓋
の
こ
と
。

ら
、
王
茂
元
が
新
た
に
忠
武
軍
節
度
使
と
陳
許
観
察
使
の
幕
僚
に
僻
召
せ
ん
と
す
る
四
人
の
う
ち
に
は
、
タ
断
金
の
嘗
友
。
す
な
わ
ち
王
茂
元
が

さ
き
に
浬
原
節
度
使
で
あ

っ
た
と
き
の
蓄
幕
僚
と
、
。
傾
蓋
の
新
知
¢
す
な
わ
ち
陳
許
に
き
て
初
め
て
見
知
っ
た
新
人
の
い
た
こ
と
が
理
解
さ

燕
蓋
と
は
、

こ
の
文
章
か



れ
る
。
そ
し
て
、
先
の
薦
奉
の
般
の
中
で
、
韓
珠
に
つ
い
て

「
以
て
自
随
ぜ
ん
と
と
を
乞
う
」

つ
い
て

:
、、、

、J
、h
V
1
ν

袈
蓮
に
つ
い
て

「
臣
さ
き
ご
ろ
鎮
守
に
居
り
し
と
き
、
涼
す
で
に
賓
僚
に
列
す
」
と
い
い
、
段
環
に

「
臣
む
か
し
撃
門
を
悉
く
せ
し
と
き
、
降
し
て
記
室
と
な
す
」
と
あ
れ

ば

か
れ
ら
三
人
が
樫
原
節
度
使
時
代
の
幕
僚
た
ち
で
あ
っ
て
、

夏
侯
瞳
に
つ
い
て

「
仙
尉
を
留
め
て
、
以
て
賓
階
を
重
ん
ぜ
ん
こ
と
を
思

う
」
と
あ
れ
ば
、

か
れ
の
み
が
陳
許
で
新
た
に
出
禽
っ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
節
度
使
や
観
察
使
が
他
の
藩
鎖
に
遷
る
こ
と
を
命

ぜ
ら
れ
た
際
、
奮
幕
僚
を
ひ
き
つ
れ
て
新
し
い
治
所
に
う
つ
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、

っ
た
わ
け
で
、
今
の
場
合
に
、

と
れ
が
降
召
制
復
活
の
歴
史
的
意
義
で
も
あ

王
茂
元
の
震
に
こ
れ
ら
の
薦
奉
の
紋
や
宰
相
宛
の
吠
を
執
筆
し
た
李
商
隠
自
身
、
王
茂
元
に
従
っ
て
浬
原
か
ら

陳
許
へ
う
つ
っ
て
さ
た
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
。
瓢
ち
以
て
肢
を
具
し
て
奏
請
し
託
れ
り
。
」
と
あ
る
の
は
、
白
居
易
の
手
に
な
る
制
詰
「
授
柳
傑
等
四
人
官
充
鄭
滑
節
度
推
巡
制
」

文
集
・
容
三
三
)
に
「
い
ま
古
制
に
の
り
、
ま
た
征
鎮
を
領
す
る
者
に
命
じ
て
、
必
ら
ず
ま
ず
慢
し
弘
東
び
、
し
か
る
後
に
升
聞
せ
し
む
」
と
書

ま
た
、

宰
相
宛
の
肢
の
な
か
で

「
既
に
賓
柴
に
籍
る
あ
れ
ば
、

敢
え
て
白
か
ら
主
捧
に
軽

(
白
氏

地
方
の
藩
鎖
か
ら
こ
の
よ
う
な
薦
事
の
肢
が
中
央
に
到
着
す
る
と
、

そ
の
吠
を
下
敷
に
し
て
、
中
室
田
舎
人
が
僚
佐
へ
の
制
詰
を
起
草
し
た
も
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か
れ
て
い
た
使
院
僚
佐
僻
召
の
手
績
き
に
合
致
す
る
わ
け
で
あ
る
。

の
と
思
わ
れ
る
。
王
茂
元
が
辞
召
し
た
と
の
四
人
に
射
す
る
制
詰
は
俸
わ
っ
て
い
な
い
が
、
と
れ
か
ら
約
そ
十
年
後
の
八
五
一
・
二
年
頃
に
四

人
の
う
ち
の
一
人
、
夏
侯
置
が
忠
武
軍
節
度
副
使
に
居
召
さ
れ
た
際
の
制
詰
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
紹
介
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
杜
牧
が
起

草
し
た
「
夏
侯
瞳
除
忠
武
軍
節
度
副
使
醇
途
浬
陽
尉
充
集
賢
校
理
等
制
」
(
焚
川
文
集
・
容
十
九
、
文
苑
英
華
・
谷
四
O
O〉
で
あ
っ
て
、

前
昭
義
軍
節
度
判
官
・
朝
議
郎
・
殴
中
侍
御
史
内
供
奉
夏
侯
瞳
ら
に
教
す
。
瞳
は
、
科
名
僻
同
月
子
、
開
敏
多
才
な
る
を
以
て
、
久
し
く
諸
侯

に
遊
び
、
常
に
令
聞
を
誼
え
、
吏
理
に
周
知
し
、
乗
ね
て
能
く
身
を
潔
く
す
c

戎
臣
上
言
し
、
此
賛
と
篤
す
を
願
う
。
既
に
仕
を
諾
し
て

以
て
委
質
す
、
宜
し
く
道
を
直
く
し
て
以
て
知
に
酬
ゆ
べ
し
。
途
は
、
云
云
(
殺
前
昭
義
軍
節
度
剣
官
・
朝
議
郎
・
殿
中
侍
御
史
内
供
奉
夏
侯
随

等
。
瞳
以
科
名
曲
附
間
竿
・
開
敏
多
才
。
久
遊
諸
侯
。
常
趨
令
開
。
周
知
吏
理
。
粂
能
潔
身
。
戎
臣
上
言
。
願
矯
眺
賛
。
銃
諾
仕
以
委
質
。
宜
直
道
以
酬
知
。
途
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。
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と
い
う
の
が
夏
侯
喧
に
閲
す
る
部
分
で
あ
る
。
諸
侯
と
戎
臣
は
い
ず
れ
も
節
度
使
を
さ
す
。
夏
侯
瞳
は
、

官
を
つ
と
め
て
以
来
、
少
な
く
も
昭
義
軍
の
節
度
判
官
を
経
歴
し
、
す
な
わ
ち

「
久
し
く
諸
侯
に
遊
び
、

う
此
賛
の
地
位
に
僻
召
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

り
え
ぬ
筈
で
、
府
召
後
の
制
詰
な
る
が
故
に
用
い
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

「
既
に
仕
を
諾
し
て
委
質
す
」
と

い
う
言
葉
は

王
茂
元
の
も
と
で
忠
武
軍
の
節
度
巡

十
年
後
に
忠
武
軍
の
節
度
副
使
と
い

律
令
官
制
内
の
官
職
に
劃
す
る
制
詰
に
は
あ

嘗
時
、
各
地
の
藩
鎮
は
、
上
都
す
な
わ
ち
園
都
の
長
安
に
、
準
奏
院
あ
る
い
は
留
邸
と
よ
ば
れ
る
藩
邸
を
設
け
、
た
え
ず
中
央
政
府
の
動
静

@
 

を
連
絡
さ
せ
て
い
た
。
準
奏
官
に
は
、
そ
の
職
掌
の
重
大
さ
に
か
ん
が
み
、
各
藩
鋲
は
腹
心
の
幕
僚
を
あ
て
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
藩

銀
か
ら
の
要
請
に
臆
じ
て
、
そ
の
僚
佐
に
劃
す
る
中
書
制
詰
が
書
か
れ
、
任
命
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
決
定
す
る
や
、
い
ち
は
や
く
準
奏
官
か

ら
の
報
告
が
藩
鎖
に
停
え
ら
れ
、

た
だ
ち
に
感
謝
の
旨
が
上
奏
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
大
中
元
年
ハ
八
四
七
)
に
桂
管
防
禦
観
察
使
に

任
ぜ
ら
れ
た
鄭
亜
は
、
元
和
十
五
年
(
八
二

O
)
に
一
絡
に
準
土
に
登
第
し
た
仲
の
前
江
陵
豚
令
直
践
を
副
使
に
辞
召
し
た
の
で
あ
る
が
、

の
と
き
の
制
詰
が
、
崖
椴
「
授
藍
蹴
桂
州
副
使
制
」
(
文
苑
英
奪
・

怨
四
二

乙
で
あ
り
、
そ
の
任
命
に
劃
す
る
感
謝
献
を
鄭
臣
の
矯
に
起
草
し

(
李
義
山
文
集
・
容
二
、
文
苑
英
華
・
容
六 そ
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た
の
が
観
察
支
使
の
李
商
隠
で
あ
っ
た
。
本
寸
商
隠
が
し
た
た
め
た
「
震
後
陽
公
謝
除
直
副
使
等
官
朕
」

二
九
)
に
は
、

右
、
臣
、
準
奏
官
某
の
肢
を
得
た
る
に
報
ず
ら
く
、
臣
が
奏
す
る
所
の
庫
某
等
の
二
人
、
某
月
日
の
救
旨
を
奉
じ
た
る
に
、
前
件
の
官
を

賜
授
せ
ら
れ
て
職
に
充
つ
る
者
な
り
と
。
臣
、
謬
り
て
廉
印
に
嘗
り
、

合
さ
に
幕
庭
を
魯
く
べ
し
。
魚
軍
を
撫
し
て
以
て
懐
を
輿
し
、
殻

皮
の
躍
を
陵
さ
ん
こ
と
を
悟
る
。
虚
蹴
は
臣
と
同
年
に
登
第
し
、

云
云
(
右
臣
得
進
奏
官
莱
um報。

臣
所
奏
慮
莱
等
二
人
。
奉
某
月
日
救
旨
。
賜

授
前
件
官
充
職
者
。
臣
謬
笛
燦
印
。
合
啓
幕
庭
。
撫
魚
翠
以
輿
懐
。
憐
殺
皮
之
駿
種
。
慮
猷
輿
臣
同
年
登
第
。
云
云
。
〉

と
あ
り
、
準
奏
官
か
ら
の
通
達
に
も
と
づ
い
て
、
感
謝
朕
が
瑳
せ
ら
れ
た
次
第
が
分
る
の
で
あ
る
。

制
詰
、
と
く
に
使
院
僚
佐
に
劃
す
る
制
詰
、
が
如
何
な
る
手
順
を
へ
て
作
成
さ
れ
た
か
を
吟
味
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
節
を
改
た
め
、
鈴
木

虎
雄
氏
が
前
掲
「
支
那
の
詔
救
文
と
其
の
起
草
者
」
で
述
べ
ら
れ
た
、
給
事
中
に
よ
る
封
駁
と
中
書
舎
人
に
よ
る
詞
頭
封
還
に
つ
い
て
の
所
説



に
意
見
を
挟
ん
で
お
き
た
い
。

封
較
と
詞
頭
封
還

べ
ら
れ
、

鈴
木
虎
雄
氏
は
、
詔
教
の
文
章
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、
詔
款
を
書
く
の
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
唐
宋
時
代
を
中
心
に
述

傾
聴
す
べ
き
論
貼
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
封
肢
と
詞
頭
封
還
に
闘
す
る
見
解
は
首
肯
し
が
た
く
、

私
見
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た

ぃ
。
鈴
木
氏
は
、
唐
代
の
中
書
舎
人
に
つ
き

天
子
宰
相
の
意
見
を
拒
む
と
と
が
出
来
る
。
舎
人
と
類
似
の
権
力
あ
る
も
の
に
は
門
下
省
の
給
事
中
が
あ
る
が
、

は
少
し
く
異
な
る
所
が
あ
る
。
給
事
中
に
閲
し
て
新
唐
書
百
官
志
は
詔
救
不
レ
便
者
、

塗
鼠
而
奏
還
、
謂
=
之
塗
開
「
と
の
べ
て
、
宛
も
塗

り
つ
ぶ
し
て
か
へ
す
こ
と
が
本
職
の
如
く
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
憲
宗
の
時
李
藩
と
い
ふ
給
事
中
が
そ
ん
な
と
と
を
し
た
こ
と
が
あ
る
の

た
だ
給
事
中
は
舎
人
と

で
、
そ
れ
を
一
般
の
様
に
書
い
た
も
の
と
お
も
は
れ
る
。
舎
人
の
方
は
詔
制
が
公
表
せ
ら
れ
る
以
前
に
於
て
之
に
反
射
す
る
こ
と
が
で
き
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る
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
は
詞
頭
封
還
、
又
は
詞
頭
握
り
つ
ぶ
し
と
い
ふ
こ
と
に
由
る
の
で
あ
る
。
(
東
方
聞
宇
報

・
京
都
・
第
九
冊
、
二
二
頁
〉

と
述
べ
ら
れ
、
中
書
舎
人
に
よ
る
詞
頭
握
り
つ
ぶ
し
の
例
と
し
て
、
白
居
易
の

「
論
左
降
濁
孤
朗
等
紋
長
慶
元
年
十
二
月
十
一
日
奏
」

を
挙
げ
ら

れ
た
。
そ
し
て
、

居
易
の
場
合
に
明
な
る
如
く
こ
れ
は
箪
に
文
章
を
作
る
作
ら
ぬ
の
問
題
で
は
な
く
、
四
人
の
官
吏
の
左
降
と
い
ふ
こ
と
そ
れ
自
身
に
反
射

す
る
の
で
、
一
行
政
権
に
干
預
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
権
力
は
宰
相
と
等
し
と
言

ふ
も
不
可
な
き
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。

(同
二
三
頁
)

と
断
ぜ
ら
れ
た
。
鈴
木
氏
は
、
唐
代
の
給
事
中
に
よ
る

の
有
す
る
意
味
を
極
め
て
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

。封
較。

は
、
本
来
の
職
務
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
と
と
も
に

中
書
舎
人
に
よ
る

。
詞
頭
封
還
ψ

氏
は
宋
代
の
中
書
舎
人
に
つ
い
て
も
、

「
舎
人
は
命
令
を
行
ひ
、
制
詞
を
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震
く
る
こ
と
を
蛍?
と
る
。
事
に
嘗
を
失
す
る
も
の
あ
り
、

及
び
除
授
其
人
に
非
れ
ば
論
奏
し
て
詞
頭
を
封
還
す
る
。」

と
述
べ
ら
れ
、

わ
ざ
わ
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ざ
そ
こ
に
「
こ
れ
は
戸川
と
同
じ
」
と
い
う
注
を
つ
け
加
え
ら
れ
た
。

そ
し
て
「
除
授
其
人
に
非
れ
ば
論
奏
し
て
詞
頭
を
封
還
す
る
こ
と
を
得
る

貼
か
ら
み
れ
ば
、

こ
れ
亦
官
吏
任
菟
の
権
力
に
干
預
す
る
も
の
で
あ
る
。
蘇
献
の
集
に
は
紘
一
一
詞
頭
一
奏
肢
と
い
ふ
部
分
が
あ
る
。
こ
れ
は
み
な

詞
頭
を
つ
ぎ
か
へ
し
た
時
の
奏
肢
で
あ
る
。
」

(
同
二
四
頁
)
と
書
い
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
唐
代
ま
で
の
中
園
祉
舎
を
中
世
貴
族
枇
曾
と
み
る
研
究
者
た
ち
は
、

唐
の
中
央
政
府
た
る
三
省
の
機
能
に
関
し
て
、
た
と
え
ば

中
書
省
は
詔
救
を
起
草
し
、
又
表
章
に
糾
到
す
る
天
子
の
批
答
の
文
案
を
草
す
る
等
、
天
子
の
意
志
を
表
示
し

内
藤
乾
士
口
氏
は
コ
ニ
省
の
中
で
、

て
、
之
を
宣
下
す
る
こ
と
を
掌
ど
る
露
で
あ
っ
て
、

言
わ
ば
天
子
の
秘
書
官
た
る
性
質
を
有
す
る
。
門
下
省
は
中
書
省
よ
り
下
さ
れ
た
詔
教
を

審
査
し
て
覆
奏
し
、
異
議
あ
れ
ば
之
を
修
正
上
還
す
る
外
、
諸
司
よ
り
申
奏
す
る
奏
抄
等
を
審
査
し
て
違
失
を
駁
正
す
る
躍
で
あ
っ
て
、
天
子

の
意
志
に
射
し
て
同
意
を
輿
え
る
機
関
で
あ
る
。
:
:
:
こ
れ
は
唐
の
政
治
が
君
主
濁
裁
政
治
で
な
く
、
天
子
と
貴
族
と
の
合
意
に
よ
っ
て
行
わ

れ
る
貴
族
政
治
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
門
下
省
は
言
わ
ば
貴
族
の
意
思
を
代
表
す
る
機
関
な
の
で
あ
る
。
」
「
之
を
要
す

る
に
、
天
子
の
秘
書
た
る
の
買
は
中
書
舎
人
に
蹄
し
、
貴
族
の
意
向
を
代
表
す
る
こ
と
は
給
事
中
の
封
駁
に
形
式
化
さ
れ
た
も
の
と
み
て
大
過

@
 

あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
。
」
と
論
じ
ら
れ
、

宮
崎
市
定
氏
は
、

「
こ
の
政
府
組
織
の
特
徴
は
、

天
子
が
中
央
政
府
と
の
聞
に
極
め
て
狭
い
通
路

- 52ー

に
よ
っ
て
連
絡
さ
れ
て
い
る
貼
で
あ
る
。
即
ち
天
子
は
僅
か
に
内
局
の
長
た
る
中
書
令
と
共
に
天
下
の
政
務
を
議
し
て
立
案
を
行
う
の
み
で
あ

る
。
こ
の
立
案
に
基
づ
い
て
救
命
の
原
稿
を
中
書
舎
人
が
起
草
し
た
も
の
を
門
下
省
に
迭
る
と
、
門
下
省
で
審
議
を
行
い
、
も
し
不
適
嘗
な
り

こ
れ
を
封
駁
と
い
い
、
給
事
中
の
職
掌ず
で
あ
る
。

@
 

貴
族
勢
力
を
代
表
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て、

と
認
む
れ
ば
拒
否
権
を
行
使
す
る
が
、

中
蓄
が
天
子
の
権
力
下
に
あ
る
に
劃
し
て
、
門
下
は

鈴
木
氏
の
封
駁
と
詞
頭
封
還
に
射
す
る
解
韓
が
正
鵠
を
え

て
い
る
な
ら
ば
、
門
下
省
、

な
か
ん
づ
く
給
事
中
の
役
割
を
高
く
評
慣
し
て
き
た
唐
代
貴
族
政
治
説
は
再
考
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。

そ
こ
で
、

唐
代
に
か
か
れ
た
給
事
中
に
射
す
る
制
詰
の
中
で
、

封
駁
に
閲
し
て
い
か
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
を
ま
ず
検
討
し
て
み
よ

O
 

R
ノ

給
事
中
を
授
け
る
際
の
制
詰
は
、
文
苑
英
筆
・
巻
三
八
一
に
十
六
篇
が
一
括
し
て
牧
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
十
一

篇
に
は
、
給
事
中



の
職
掌
と
し
て
の
封
駁
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
の

一
篇
、
白
居
易
撰
「
授
郷
軍
給
事
中
制
」
の
冒
頭
に
は
、

教
す
。
給
事
中
の
職
、
凡
そ
制
教
の
未
だ
時
に
便
な
ら
ざ
る
者
あ
ら
ば
、
之
を
封
奏
す
る
を
得
、
刑
獄
の
未
だ
理
に
合
せ
ざ
る
者
あ
ら

ば
、
之
を
駁
正
す
る
を
得
、
云
云
。
(
敷
。
給
事
中
之
職
。
九
制
教
有
未
使
於
時
者
。
得
封
奏
之
。
刑
獄
有
未
合
於
理
者
。
得
駁
正
之
。
云
云
。)

と
書
か
れ
て
い
て
、
封
駁
の
擢
が
給
事
中
の
職
掌
の
う
ち
で
も

最
重
要
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

疑
が
う
品
開
地
が
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し

て
、
こ
の
こ
と
は
、
制
詰
類
の
引
用
は
な
く
と
も
す
で
に
清
の
顧
炎
武
の
日
知
録
・
巻
九
・
封
駁
の
僚
に
論
註
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
り
、

最

近
で
は
陳
東
原
「
唐
封
駁
」
(
園
史
奮
闘
・
第
武
分
冊

・
一
九
六
二
年
)
・
築
山
治
三
郎
「
唐
代
の
給
事
中
と
封
駁
に
つ
い
て
」

(
鎌
田
博
士
還
暦
記
念

歴
史
問
宇
論
叢
、

一
九
六
九
年
)
が
敷
街
し
て
い
る
遁
り
な
の
で
あ
る
。
制
度
と
し
て
の
給
事
中
の
封
駁
は
、
宋
代
に
も
引
縫
が
れ
た
の
で
あ
っ
て
、

た
だ
宋
史

・
巻
二
九
八

・
司
馬
池
俸
に
述
べ
る
如
く
、
封
駁
の
名
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
寅
際
に
は
行
使
さ
れ
な
い
欣
態
に
な
っ
て
い
た
だ
け

曾

輩

の

元

豊

類

稿

・

巻

二

三

・

制

詰

擬

詞

の

「

職

は

奏

述

を

卒

に

し

、

で
あ
る
。

だ
か
ら
、

「
給
事
中
制
」

t乙

命
令
を
詳
ら
か
に
す
る
に
在

- 53一

り
。
其
の
違
う
者
を
駁
し
て
之
を
正
し
、
云
云
。
」
と
あ
っ
て
も
、
有
名
無
責
化
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
中
書
舎
人
に
よ
る
詞
頭
封
還
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
中
書
舎
人
を
授
け
る
際
の
制
詰
は
、
文
苑
英
華

・
巻
三
八
二

に
二
三
篇
が
纏
め
て
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
外
に
、
同
巻
に
は
知
制
詰
を
授
け
る
際
の
制
詩
が
八
篇
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ

ら
三
一
篇
の
な
か
に
中
書
舎
人
あ
る
い
は
知
制
詰
に
よ
る
詞
頭
封
還
に
言
及
す
る
も
の
は
一
篇
も
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
唐
代
の
中
書
舎

人
に
よ
る
詞
頭
握
り
つ
ぶ
し
と
い
う
職
穫
は
、
制
度
的
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
鈴
木
氏
の
奉
げ
ら
れ
た
白
居
易
の
「
論
左
降

濁
孤
朗
等
欣
」

(
白
氏
文
集

・
毎
回
三
〉
は
如
何
に
解
緯
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
長
慶
元
年
十
二
月
十
一
日
奏
と
い
う
日
付
の
と
も
な

っ
た
「
濁
孤
朗
ら
を
左
降
せ
ら
る
る
を
論
ず
る
の
獄
」
に
は
、

右
、
今
日
、
宰
相
詞
頭
を
迭
ら
れ
、

前
件
官
に
左
降
せ
ら
る
る
こ
と
前
の
如
く
、
臣
を
し
て
詞
を
撰
せ
し
め
ら
る
る
者
な
り
。

臣
、
伏
し

て
お
も
う
に
、
李
景
倹
、
飲
酒
の
酔
に
因
り
て
、
宰
相
を
証
杵
し
、
既
に
遺
既
に
従
い
し
は
、

己
に
こ
れ
深
文
な
り
。

其
の
同
に
飲
み
し
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四
人
、

ま
た
一
例
に
左
降
せ
ら
る
る
は
、
臣
に
所
見
あ
り
、
敢
て
陳
べ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

-
:
:
:
:
其
の
猫
孤
朗
ら
四
人
出
官
の
詞
頭
、
臣
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す
で
に
封
し
詑
り
、
未
だ
敢
て
撰
準
せ
ず
。
伏
し
て
聖
旨
を
待
た
ん
。

(右
今
日
宰
相
迭
詞
頭
。
左
降
前
件
宮
如
前
。
令
臣
撰
詞
者
。
直
伏
以
李

景
俄
因
飲
酒
酔
。
録
件
宰
相
。
既
一
体
化
遺
照
。
己
是
深
文
。
其
同
飲
四
人
。
叉
一
例
左
降
。
臣
有
所
見
。
不
敢
不
陳
。
:
:
:
:
其
濁
孤
朗
等
四
人
出
官
詞
頭
。

臣
己
封
花
。
未
敢
闘
供
進
。
伏
待
望
旨
。〉

白
居
易
が
中
書
会
人
に
遁

っ
て
す
で
に
二
年
に
渉
る
と
の

叙
述
も
あ
る
か
ら
、
鈴
木
氏
が
こ
れ
を
中
書
舎
人
に

よ
る
詞
頭
封
還
の
例
誼
と
み
な
さ
れ
た
の
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か

と
あ
る
。
深
文
と
は
法
律
の
運
用
が
き
び
し
い
こ
と
。
途
中
省
略
し
た
部
分
に
は
、

し

ア
ー
サ

l

・
ウ
エ

|
リ
ー
が
こ
の
事
件
の
詳
細
を
紹
介
し
た
際
、
白
居
易
は
迭
ら
れ
て
き
た
救
令
を
ど
う
し
て
も
書
ぎ
え
ず
、
異
議
を
唱

@
 

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
白
居
易
の
陳
情
に
も
か
か
わ
ら
ず
濁
孤
朗
ら
四
人
の
左
遷
は
質
行
に
う
つ

「
彼
の
請
願
は
無
視
さ
れ
た
」

え
た
が

さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
唐
代
に
あ
っ
て
中
蓄
舎
人
に
よ
る
詞
頭
封
還
は
、
制
度
上
は
何
の
保
誼
も
も
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
鈴
木

氏
が
、
宋
の
蘇
棋
の
「
徽
詞
頭
奏
欣
」
を
翠
げ
て
、
こ
れ
は
み
な
詞
頭
を
つ
き
か
え
し
た
時
の
奏
肢
で
あ
る
、

か
え

中
書
舎
人
蘇
棋
の
「
詞
頭
を
徹
す
の
奏
朕
六
首
」

と
述
べ
ら
れ
た
貼
は
、
疑
義
の
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挟
む
払
陣
地
は
な
い
。

と
い
う
の
は

(
蘇
東
投
奏
議
集

・
省
一
二
)
は
元
一
楠
元
年

(
一
O
八
六
)

月
二
十
八
日
か
ら
五
月
十
八
日
に
か
け
て
紋
奏
さ
れ
て
お
り
、

と
の
頃
に
は
、
中
書
舎
人
に
よ
る
詞
頭
封
還
は
珍
し
く
な
く
な

っ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
宋

・
王
明
清

・
揮
勝
一後
録

・
巻
二

・
富
文
忠
封
還
詞
頭

・
盛
衰
賛
執
奏
不
行
の
僚
に
、

官
制
い
ま
だ
改
ま
ざ
る

の
時、

知
制
詰
い
ま
の
中
書
舎
人
は
、

た
だ
詞
を
演
る
の
み
に
し
て
、

徽
駁
す
る
を
聞
か
ざ
る
な
り
。

康
定

年、

富
文
忠
知
制
詰
と
な
り
、
:
:
;
文
忠
た
ま
た
ま
草
制
に
蛍
り
、

封
還
し
、
抗
章
は
な
は
だ
力
め
、
遂
に
併
ひ
に
其
の
旨
を
寝
む
。
外

制
の
詞
頭
を
級
す
こ
と
、
蓋
し
此
れ
よ
り
始
ま
れ
り
。

(官
制
未
改
時
。
知
制
独
立
f

之
中
書
舎
人
。
但
演
詞
而
己
。
不
問
微
絞
也
。
康
定
二
年
。
富

文
忠
骨
周
知
制
詰

0

・
・
・
・
・
文
忠
適
笛
草
制
。
封
還
。
抗
章
甚
力
。
途
併
山
政
英
旨
。
外
制
徴
詞
一玖。

蓋
自
此
始
。
)

と
あ
り
、

元

・
馬
端
臨

・
文
献
通
考

・
巻
五
一
・
中
書
舎
人
の
僚
に
、

富
弼
、
知
制
詰
と
な
り、

劉
従
慰
の
妻
を
途
園
夫
人
に
封
ず
る
の
詞
頭
を
封
還
す
。
唐
制
、

中
書
舎
人
の
詞
を
徹
す
こ
と
弼
よ
り
始
ま
れ
り
。

た
だ
給
事
中
の
み
詔
書
を
封
還
す
る
を
得
。

(
富
弼
倍
周
知
制
請
。
封
還
劉
従
恵
妻
封
途
園
夫
人
詞
頭
。
唐
制
。
唯
給
事
中
得
封
還
詔
書
。
中
書



舎
人
徹
詞
自
弼
始
。
〉

と
い
う
よ
う
に
、
富
弼
に
よ
る
詞
頭
封
還
が
功
を
奏
し
た
康
定
二
年
(
一

O
四一

〉
九
月
以
後
、
中
書
舎
人
に
よ
る
詞
頭
封
還
が
さ
ほ
ど
不
思
議

と
は
目
さ
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
回
一
寧
三
年
(
一

O
七
O
)
に
王
安
石
が
無
名
の
李
定
を
抜
擢
せ
ん
と
し
た
と
き
、
知
制
詰
で

と
ど

結
局
の
と
こ
ろ
、
「
累
り
に
詔
命
を
格
め
た
」
か
ど
で
、

詞
頭
封
還
は
決
し
て
嘗
然
の
職
務
で
は
な
か
っ
た
わ

と
稽
さ
れ
た
、

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

あ
っ
た
宋
敏
求
・
蘇
周
期
・
李
大
臨
の
三
人
が
い
ず
れ
も
詞
頭
を
封
還
し
て
聴
か
ず
、

知
制
詰
を
罷
め
さ
せ
ら
れ
、

多
国
一
寧
の
三
舎
人
。

け
で
あ
る
。

ち
な
み
に
資
治
通
鑑
・
巻
三
五
・
漢
哀
帝
元
審問
元
年
の
王
嘉
が
詔
書
を
封
還
し
た
個
所
に
、

「後
世
の
給

・
舎
の
封
駁
は
此
に
本

づ
く
一
と
胡
三
省
が
注
を
施
し
て
い
る
の
も
、

胡
三
省
が
宋
末
元
初
の
人
で
あ

っ
て
、
給
事
中
の
封
駁
の
み
な
ら
ず
、
中
書
舎
人
の
詞
頭
封
還

が
珍
ら
し
く
な
く
な
っ
て
以
後
の
史
賓
に
立
脚
し
て
注
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

鈴
木
虎
雄
氏
は
、
唐
代
と
宋
代
と
の
聞
に
お
け
る
政
治
健
制
の
差
異
に
注
目
さ
れ
ず
、

唐
宋
時
代
の
中
書
舎
人
が
い
ず
れ
も
調
頭
を
封
還
す

ま
た
唐
代
の
給
事
中
に
よ
る
封
駁

の
職
掌
を
認
め
よ
う
と
さ
れ
な
か

っ
た
が
、
以
上
の
論
誼
に
よ

っ
て
、

唐
の
白
居
易
の
詞
頭
封
還
は
例
外
的
な
も
の
で
、

そ
れ
を
一
般
の
援
に
考
え
て
は
な
ら
ず
、

給
事
中
の
職
掌
が
封
駁
に
あ
っ
た
こ
と
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る
権
限
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
力
説
さ
れ
、

は

い
く
た
の
制
詰
の
例
か
ら
も
疑
問
の
品
跡
地
の
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

給
事
中
に
よ
る
封
駁
の
権
が
意
味
を
も

っ
た
唐
代
社
曾

と
、
中
書
舎
人
に
よ
る
詞
頭
封
還
が
質
現
し
て
い
く
宋
代
社
舎
と
で
は
、
政
治
の
あ
り
方
が
異
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
制
詰
作
成
の
手
順
を
復
元
し
、

つ
い
で
詞
頭
封
建
の
有
無
を
考
察
し
た
こ
と
に
よ
り
、
首
初
、
議
定
し
て
い
た
制
詰
そ
の
も
の
に
封

す
る
検
討
は
な
し
お
え
た
。
最
後
に
、
こ
の
制
諾
を
用
い
て

唐
代
後
牢
期
に
お
け
る
地
方
官
制
、

と
く
に
州
の
上
佐
の
貫
態
の
一
端
を
究
明

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

四

制
詰

・
壁
記
か
ら
み
た
州
の
上
佐
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唐
後
宇
期
に
お
け
る
地
方
州
鯨
の
藩
鎖
化
現
象
の
寅
態
を
停
え
る
史
料
と
し
て
、
山
西
省
北
部
、
恒
山
の
北
岳
廟
に
建
て
ら
れ
た

「
大
唐
北



364 

岳
府
君
之
碑
」

(
金
石
掌
編

・
血
甘
さ
ニ
)
の
碑
陰
と
碑
側
に
刻
さ
れ
た
題
記
を
ま
ず
取
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

北
岳
恒
山
は
、

五
岳
の

一
つ
で
あ
る
か
ら
、
毎
年
一
回
、
気
を
迎
え
る
日
に
は
祭
り
を
し
、
北
岳
な
る
が
故
に
、

立
多
の
日
に
h
b
/

の
伊東
を
祭

り
迎
え
た
の
で
あ
っ
た
。

「
大
唐
北
岳
府
君
之
碑
」
の
碑
陰
と
碑
側
に
刻
さ
れ
た
題
記
に
み
え
る
、
北
岳
恒
山
立
多
祭
の
際
の

三
献
、
す
な
わ
ち
三
人
の
献
霞
者
の
官
職
姓
氏
の
う
ち
、
貫
際
の
職
務
を
一
示
す
官
職
、
す
な
わ
ち
職
事
官
名
あ
る
い
は
幕
職
官
名
の
み
を
取
出

つ
ぎ
の
表
は
、

し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
検
校
粂
試
の
職
事
官
や
散
官
名
は
省
略
し
て
い
る
。

元
和
十
一
年
(
八
二
ハ
)
節
度
街
推

大
和
五
年
(
八
三

一
〉

団

側
節
度
巡
官

大

和

七

年

(
八
三
三
)
節
度
巡
官

大
和
八
年
(
八
三
四
〉
節
度
巡
官

開
成
元
年
(
八
=
一六〉

一
観
察
支
使

開
成
二
年
(
八
三
七
)

一
織
的
度
巡
官

舎
昌
四
年
(
八
四
四
)

一
揖
観
察
判
官

初

献

一

E

献

一
終

献

↑
揖
恒
陽
回
開
令

一
掻
恒
陽
牒
主
簿

揖
曲
陽
鯨
令

↑
嬢
曲
陽
鯨
尉

↑
掻
曲
陽
豚
令

一
援
曲
陽
豚
尉

↑
蟻
曲
陽
鯨
令

一
揖
曲
陽
豚
尉

一

↑
掻
曲
陽
豚
令

一
癒
曲
陽
豚
尉

一

一
掻
曲
陽
豚
令

一
括
曲
陽
鯨
尉

一

揖
館
遁
迎
官

一
宮

段

目

一
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判
官
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、

E
献
は
時
令
が

こ
の
一
覧
に
よ
っ
て
、
九
世
紀
前
中
十
に
お
け
る
北
岳
恒
山
の
立
多
祭
の
際
に
、
初
献
が
首
地
の
節
度
街
推

・
節
度
巡
官
・
観
察
支
使

・
観
察

終
献
は
牌
尉
が
執
行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
有
様
が
、

一
目
瞭
然
で
あ
る
。
北
岳
恒
山
立
多
祭

「
北
獄
恒
山
洞
碑
」

清

・
丁
紹
基
・
求
是
務
碑
政

・
巻
二
に
著
録
さ
れ
て
い
て
、
節
度
判
官
〈
貞
元
十
六
年
、
八
O
O年
)
・
節
度
判
官
(
貞
元
十
八
年
)
・
節
度
推
官
(元

の
初
献
者
の
み
の
官
職
に
つ
い
て
は

こ
の
外
に
、

同
じ
北
岳
廟
内
に
あ
る

の
碑
陰
、

碑
側
に
み
え
る
多
祭
題
名
が

和
九
年
、
八
一
四
年
〉

・
節
度
推
官
〈
長
度
三
年
、
八
二
三
年
)
・
節
度
掌
書
記
(
由民
暦
元
年
、
八
二
五
年
)
・
節
度
参
謀

(大
和
元
年
、
八
二
七
年

γ
節
度

・
観
察
剣
官

(
大
和
三
年
)
・
節
度
判
官
(
大
和
四
年
)
・
節
度
知
箪
〈
大
中
九
年
、
八
五
五
年
)
の
十
年
度
分
を
補
な
う
こ
と
が

参
謀
ハ
大
和
二
年
)



で
き
る
が
、

い
ず
れ
も
節
度
使
・
観
察
使
の
僚
属
で
あ
る
黙
で
は
先
の

一
一
覧
と
ま

っ
た
く
撲
を

一
に
し
て
い
る
。
祭
り
の
儀
式
と
い
う
の
は
、

も
っ
と
も
俸
統
を
重
ん
ず
る
筈
の
も
の
で
あ
る
が
、
北
岳
関
山
を
含
む
と
こ
ろ
の
五
岳
の
祭
り
に
つ
い
て
は
、
仁
井
田
陸
『
唐
令
拾
遺
』
で
は

北
岳
恒
山
を
定
州
に
於
て
祭
る
な
と
の
場
合
の
こ
と
と
し
て
、
「
記
官
は
嘗
界
の
都
督
・
刺
史
を
も
っ
て
充
て
、
故
あ
る
者
は
上
佐
を
遣
わ
し

て
事
を
行
な
う
。
」
と
の
唐
把
令
が
復
蓄
さ
れ
て
い
る
(
一

八
五
頁
〉
。

五
岳
の
祭
り
に
は
、
そ
の
地
の
都
督
・
刺
史
が
責
任
者
で
あ
り
、
事
情

の
あ
る
場
合
に
は
州
の
次
官
た
る
上
佐
を
し
て
代
行
さ
せ
る
筈
で
あ

っ
て
、
北
岳
は
定
州
曲
陽
鯨
〈
恒
陽
豚
と
よ
ば
れ
た
時
期
も
あ
る
〉

の
管
轄
下

こ
の
時
期
な
ら
ば
定
州
に
は
義
武
軍
節
度
使
が
お
か
れ
て
い
た
か
ら
、
初
献
は
、
義
武
軍
節
度
・
易
定
観
察
等
使
・
粂
定
州
刺
史
が

に
あ
り
、

自
身
で
行
な
う
か
、
定
州
州
院
の
上
佐
た
る
別
駕
・
長
史
・
司
馬
の
い
ず
れ
か
に
代
行
さ
せ
る
筈
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
八

O
二
年
か
ら
八
五

五
年
に
い
た
る
聞
の
前
後
十
七
回
に
お
よ
ぶ
立
多
祭
に
は
、
例
外
な
く
使
院
の
幕
僚
に
初
献
を
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
、
州
院
な
か
ん
づ
く
州
の

上
佐
が
使
院
に
よ
っ
て
権
限
を
奪
わ
れ
て
い
た
朕
態
が
如
買
に
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
三
献
の
う
ち
、

E
献
と
終
献
と
は
、

た
と
え
常
に
揖
官
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で
あ
る
に
し
て
も
、
鯨
令
と
鯨
尉
が
推
賞
し
て
い
る
こ
と
は
、

こ
の
九
世
紀
前
牢
の
定
州
と
い
う
時
貼
で
、
藩
鎮
化
に
よ
っ
て
州
院
の
権
限
は

縮
小
さ
れ
空
洞
化
は
し
て
も
、

そ
の
下
の
鯨
段
階
の
行
政
は
依
然
と
し
て
機
能
を
果
し
て
い
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

唐
後
期
の
州
の
上
佐
に
閲
し
て
は
、
朱
子
語
類
・
巷
一
二
八
・
本
朝
法
制
の
僚
に
、

唐
の
中
葉
に
至
り
、
市
し
て
長
史

・
司
馬
・
別
駕
み
な
毘
官
と
な
り
、
事
を
事
と
せ
ず
。
蓋
し
節
度
使
み
ず
か
ら
官
属
|
|
節
度

・
観
察

の
推

・
剣
官
の
如
き
の
麗
ー
ー
を
辞
置
す
る
を
得
れ
ば
な
り
。
こ
れ
既
に
重
け
れ
ば
則
わ
ち
か
れ
み
な
軽
し
。
(
至
麿
中
葉
市
長
史
・
司
馬
・

別
鴛
皆
篤
庭
官
。
不
十
事
事
。
蓋
節
度
使
得
自
由
附
置
官
鹿
如
節
度
観
察
推
剣
官
之
島
。
此
銃
重
則
彼
皆
軽
失
。
)

と
あ
る
の
を
奮
稿
に
も
引
用
し
た
が
、
使
院
の
幕
僚
が
重
用
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
州
の
上
佐
が
軽
視
さ
れ
て
い
た
と
と
は
確
貫
で
あ
る
。
州
の

上
佐
の
権
限
を
奪
っ
て
い
く
こ
れ
ら
使
院
幕
僚
を
任
用
す
る
際
の
制
詰
の
一
つ
、

白
居
易
「
温
桑
卿
等
授
宮
賜
緋
充
治
景
江
陵
判
官
制
」

白

氏
文
集

・
省
三
二
、
文
苑
英
華
・
昌
也
四
=
乙
に
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今
の
俊
父
、
先
に
征
鎮
に
野
せ
ら
れ
、
次
に
朝
廷
に
升
せ
ら
る
。
故
に
幕
府
の
選
は
、

蓋
閣
よ
り
下
る
こ
と

一
等
、
異
日
入
り
て
大
夫
・
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公
卿
と
な
る
者
、

十
に
八
九
な
り
。

(今
之
俊
父
。
先
僻
子
征
銭
。
次
升
子
朝
廷
。
故
幕
府
之
選
。
下
華
閣
一
等
。
異
日
入
潟
大
夫
公
卿
者
十
八
九
一鴬
。)

と
い
う
よ
う
に
、
使
院
に
お
け
る
僻
召
は
、
中
央
政
府
の
人
事
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
さ
え
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
使
院
の
幕
僚
に
よ
っ
て
権
限
を
奪
わ
れ
貧
際
の
職
務
の

な
く
な
っ
て
い

っ
た
側
の
、
州
の
上
佐
の
貫
態
を
博
え
る
恰
好
の
史
料
と

し
て
、

白
居
易
撰
の

「
江

州

司

馬

聴

記

」

こ

れ

は

、

(
白
氏
文
集

・
省
二
六
、
文
苑
英
華

・
径
八
O
=一
)
を
聞
挙
げ
る

こ
と

が
で
き
よ
う
。

元
和
十
年

(八

一
五
)
八
月
に
江
州
司
馬
に
左
遷
さ
れ
た
白
居
易
が
、
同
十
三
年
七
月
八
日
に
書
き
記
し
た
鹿
壁
記
で
、
唐
人
の
手
に
な
る
州
上
佐
の
臆
壁

記
と
し
て
は
現
存
す
る
唯

一
の
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
し
か
惇
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
賓
が
、

首
時
、
州
上
佐
の
職
が
望
ま
し
く
な
か
っ
た
こ

と
を
暗
示
し
て
い
る
。
と

の
江
州
司
馬
鹿
記
は
、
か
つ
て
布
目
潮
楓

「
白
繁
天
の
官
吏
生
活
1
1
1江
州
司
馬
時
代
1
1
1
」

(
立
命
館
文
事

・
一八

O
枕
・
一
九
六
O
年
〉
で
詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ
、

ま
た
巌
耕
笠
宮

「唐
代
府
州
僚
佐
考
」

@
 

み
に
活
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
雨
者
の
参
看
が
是
非
と
も
墓
ま
れ
る
。
白
居
易
は
、
至
徳
よ
り
以
来
、

(『
唐
史
研
究
叢
稿
』
、

一
九
六
九
年
)
の
上
佐
の
僚
で
巧

州
院
が
使
院
に
権
限
を
う
ば
わ
れ
て
い
っ
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「
郡
守
の
職
は
諸
侯
帥
に
擦
べ
ら
れ
、
郡
佐
の
職
は
部
従
事
に
移
き
る
。
故
に
五
大
都
督
府
よ
り
上
中
下
郡
に
至
る
ま
で
、
司
馬

の
事
は
壷
く
去
り
、
た
だ
員
と
俸
と
の
み
在
り
。」
と
述
べ
、
「
凡
そ
内
外
文
武
官
の
左
に
遷
り
右
に
移
る
者
、
遁
に
之
に
居
る
。
凡
そ
役
を
執

た
様
子
を
、

り
上
に
事
え
る
と
、
省
寺
軍
府
に
給
事
す
る
者
、
造
か
に
之
に
著
す

P

凡
そ
仕
久
し
く
資
高
く
、
重
昏
軟
弱
に
し
て
、
事
に
任
ぜ
ず
、

し
か
る

に
棄
つ
に
忍
び
ざ
る
者
、
寅
に
之
に
直
む
。
L

と
つ
づ
け
、

刺
史
や
他
の
群
吏
執
事
官
は
多
忙
で
物
見
遊
山
の
暇
は
な
い

が、

司
馬
は
仕
事
が

な
い
の

で
自
然
の
風
光
を
楽
し
め
る
、

と
い
う
。

州
司
馬
の
俸
総
は
豊
か
で
、
生
活
は
安
定
し
て
い
る
が
、

そ
の
か
わ
り
「
州
民
康
き
も
、
司

馬
の
功
に
あ
ら
ず
、
郡
政
壊
る
る
も
、

司
馬
の
罪
に
あ
ら
ず
ο

言
責
な
く

事
憂
な
し
。」

と
い
う
刺
激
の
少
な
い
毎
日
を
遣

っ
て
い
る
と
述

べ
て
い
る
。
こ
の
壁
記
が
俸
わ
ら
な
け
れ
ば
、
首
時
の
州
司
馬
ひ
い
て
は
州
上
佐
の
貫
態
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ

た
わ
け
で
、
買
に
貴
重

な
文
献
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

唐
後
期
の
州
上
佐
を
、
朱
蕪
は
庇
官
の
ポ
ス
ト
で
あ

っ
た
と
し
た
が
、

移
さ
れ
た
者
、

(

2

)

造
審
者
、

白
居
易
は
司
馬
の
官
に
つ
く
の
に
は
、

(

1

)

左
選
者
あ
る
い
は
量

そ
こ
で
州
上
佐
の
任
命
に
際
し

(
3
〉
停
年
前
の
老
年
者
の
三
つ
の
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
を
停
え
て
い
る
。



て
起
草
さ
れ
た
数
多
の
制
穀
類
で
は
、
司
馬
を
ふ
く
む
州
上
佐
は
い
か
な
る
官
職
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
か
を
吟
味
し
て
み
る
と
、
白
居
易
の
江

州
司
馬
鹿
記
に
い
う
三
例
に
ほ
ぼ
集
約
さ
れ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

第
一
例
の
左
遷
右
移
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
永
貞
元
年
(
八

O
五
)
に
柳
宗
元
が
永
州
司
馬
に
、

ゆ
る

φ

八
司
馬
。
事
件
に
端
的
に
現
れ
る
ご
と
く
、
司
馬
が
左
遷
の
ポ
ス
ト
で
あ
っ
た
事
例
は
枚
奉
に
い
と
ま
が
な
く
、

劉
百
円
錫
が
朗
州
司
馬
に
既
せ
ら
れ
た
い
わ

そ
の
一
斑
は
、
唐
大

詔
令
集
・
巻
五
七
・
五
八
の
宰
相
毘
降
の
僚
に
伺
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

に
左
遷
さ
れ
、
晩
年
に
は
潮
州
司
馬
に
庇
せ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
際
の
制
詔
も
残
さ
れ
て
い
る
。

よ
り
近
地
の
州
上
佐
に
量
移
さ
れ
る
と
と
も
多
く
、

い
わ
ゆ
る
牛
李
の
黛
争
の
際
に
も
、
李
徳
裕
は
一
度
は
亥
州
長
史

ま
た
罪
を
え
て
遠
州
に
庇
鼠
さ
れ
て
い
た

人
物
が
、

杜
牧
「
武
易
筒
量
移
梧
州
司
馬
制
」

(
焚
川
文
集
・
容
二

O
)
は
そ
の
一
つ
で
あ

る

第
二
例
の
蓬
署
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
白
居
易
は
省
寺
軍
府
に
給
事
す
る
者
と
い
っ
て
い
た
が
、

李
礎
「
授
虞
岨
常
州
別
駕
温
羅
濠
州
長
史

虞
岨
ら
に
赦
す
。
凡
そ
別
駕
と
長
史
は
、
務
簡
に
し
て
俸
優
な
り
。
故
に
在
京
の
百
司
と
諸
侯
の
留
邸
と
、

み
が

第
を
砥
く
所
以
な
り
。
い
ま
以
て
な
ん
じ
ら
に
命
ず
る
は
、
即
ち
例
に
循
う
な
り
。
前
件
に
依
る
べ
し
。

俸
優
。
故
在
京
百
司
。
諸
侯
留
邸
。
所
以
動
動
事
之
吏
。
砥
奉
職
之
努
。
今
以
命
爾
等
。
卸
循
例
也
。
可
依
前
件
。
)

は
げ

勤
事
の
吏
を
勤
ま
し
奉
職
の
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制
L 

(
文
苑
英
華
・
轡
四
一
回
、
全
唐
文
・
各
八

O
三
)
に
、

(
赦
虞
紬
等
。
凡
別
鴛
長
史
。
務
筒

と
い
う
事
例
に
見
事
に
合
致
す
る
わ
け
で
あ
る
。
白
居
易
は
司
馬
に
つ
い
て
い
い
、
李
礎
は
別
駕
と
長
史
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
が
、
州
の
上

佐
で
あ
る
黙
で
は
何
ら
獲
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
諸
侯
の
留
邸
と
は
、
準
奏
院
の
こ
と
。
お
そ
ら
く
虞
岨
が
在
京
の
百
司
に
所
属
し
、
温
羅
が
ど

こ
か
の
藩
鎮
の
僚
佐
と
し
て
長
安
で
情
報
を
牧
集
す
る
進
奏
官
な
の
で
あ
ろ
う
。
別
駕
と
長
史
は
、
職
務
と
い
え
ば
名
ば
か
り
で
高
い
俸
稔
が

保
護
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
今
で
い
う
幽
霊
ポ
ス
ト
と
し
て
輿
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
の
制
詰
が
、
常
州
別
駕
・
濠
州
長
史
と
い
う
、

も
康
い
意
味
で
の
江
准
地
方
の
州
上
佐
で
あ
る
黙
は
と
く
に
注
目
さ
れ
る
べ
さ
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
杜
牧
の
手
に
な
る
「
柳
師
玄
除
街

州

長

史

知

夏

州

蓮

奏

等

制

」

「

景

思

斉

授

官

知

宜

武

軍

準

奏

官

制

」

い
ず
れ
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「
頼
師
貞
除
懐
州
長
史
周
少
郁
除
掛
川
州
司
馬
王
桂
直
除
道
州
長
史
等
制
」
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(
と
も
に
笑
川
文
集
・
各
二

O
)
は

い
ず
れ
も
各
地
の
藩
鎖
に
よ
っ
て
園
都
に
源
遣
さ
れ
て
い
た
準
奏
官
が
江
准
地
方
の
長
史
あ
る
い
は
司
馬

に
造
任
さ
れ
て
い
た
事
買
を
停
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
き
れ
ば
、
唐
禽
要

・
巻
七
九

・
諸
使
雑
録
下
の
大
和
九
年
(
八
三
五
)
五
月
の
候
に
中

書
門
下
が
、
諸
道
の
進
奏
官
は
所
属
藩
鋲
近
く
の
官
を
授
け
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
て
も
「
亦
た
江
准
の
好
闘
を
占
め
る
を
得
ざ
れ
。
(
亦
不
得

占
江
准
好
関
)
」

と
上
奏
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
江
准
の
好
闘
」
と

t立

自
六
鰻
的
に
は
江
准
地
方
の
州
上
佐
で
あ
る
と
解
し
て
大
、
過
あ
る
ま
い
。

江
州
司
馬
鹿
記
に
い
う
第
三
例
、
停
年
前
の
老
年
者
に
封
す
る
優
遇
措
置
と
し
て
の
州
上
佐
へ
の
授
官
の
場
合
、

の
よ
う
な
制
詰
が
俸
わ
り
に
く
い

の
は
無
理
も
な
か
ろ
う
。
滑
州
別
駕
を
授
け
ら
れ
た
令
狐
朗
に
つ
き
、

事
柄
が
事
柄
だ
け
に

そ

閲
す
る
こ
と
頗
る
多
し
」

「
朗
は
入
仕
し
て
歳
久
し
く
、
官
を

(
奨
川
文
集
・
谷
十
九
「
呂
術
除
左
衛
将
軍
李
録
右
威
術
将
軍
令
狐
朗
除
滑
州
別
駕
等
制
」
)
と
あ
る
の
は
、

こ
の
例
に
入
る
も

「
授
直
朔
莱
州
長
史
等
制」

苑
英
肇

・
翁
四
一
四
)
と
い
っ
た
、
鯨
令
と
し
て
は
不
適
格
で
あ
っ
た
人
物
を
州
の
長
史
に
祭
り
上
げ
す
る
僻
令
も
み
ら
れ
る
が
、

の
で
あ
ろ
う
か
。
玄
宗
朝
の
孫
逃
が
作
成
し
た
制
詰
の
な
か
に
は

「授
章
景
遠
鍵
負
郡
長
史
等
制
」

(と
も
に
文

お
そ
ら
く
こ
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の
よ
う
な
人
事
は
、
唐
後
半
期
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
た
と
と
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
江
州
司
馬
聴
記
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
各
藩
鎖
は
自
己
の
幕
僚
や
軍
人
た
ち
に
管
轄
下
の
州
上
佐
を
{兼
ね
さ
せ
る
こ
と
を
願

た
と
え
ば
白
居
易
「
西
川
大
将
賀
若
場
等

一
十
二
人
授
御
史
中
丞
殴
中
監
察
及
諸
州
司
馬
制
」
(
白
氏
文

集

・
谷
三
凹
)
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
文
中
に
「
憲
官
は
名
重
く
、
郡
佐
は
株
優
な
り
」
の
言
葉
が
み
ら
れ
る
。

っ
た
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ

た
の

で
、

お

わ

り

に

唐
代
の
制
詰
そ
れ
自
践
に
射
す
る
考
察
に
ひ
含
つ
づ
き
、
前
節
で
は
、
州
上
佐
任
命
に
際
し
て
の
制
詰
類
を
、
白
居
易
撰
の
「
江
川
司
馬
聴

記
」
と
突
合
せ
る
作
業
を
行
な

っ
た
。
そ
の
結
果
、
唐
後
牛
期
に
あ
っ
て

Y
伎
刀

'GM吋
且
本
百
詑

3
A
d
b乍
t
一百
川

J
r
'
e

と
許
さ
れ
て
い
た
州
上
佐
が
、
単
な
る
陵
官
の
ポ

ス

ト
と
し
て
の
み
で
な
く
、
買
に
多
様
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
次
第
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
と
く
に
、
園
都
長
安
で
各
藩
鋲
の
中
央

出
張
所
長
と
も
い
う
べ
き
職
に
あ
っ
た
進
奏
官
が
、
江
准
地
方
の
州
上
佐
の
ポ
ス
ト
を
這
署
す
る
事
例
が
か
な
り
見
ら
れ
た
こ
と
は
、
す
こ
ぶ



る
興
趣
を
ひ
か
れ
る
史
賓
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
唐
代
の
制
誌
の
起
草
を
掌
ど
っ
た
中
書
舎
人
な
い
し
は
知
制
詰
に
誰
が
任
命
さ
れ
る
か
は
、

は
あ
り
え
ず
、
そ
の
人
事
は
準
奏
官
か
ら
の
速
報
で
た
だ
ち
に
藩
鎮
に
知
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、

各
地
の
藩
鎖
に
と

っ
て
無
関
心
で

か
つ
て
加
藤
繁
『
竹
頭
木

屑
録
』

タ邸
報
。

の
僚
で
紹
介

・
考
註
さ
れ
た
、
韓
胡
に
閲
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
通
り
な
の
で
あ
る
。

(
『
支
那
経
済
史
考
鐙
』

下
・
附
録
)
の

註①
内
藤
乾
士
ロ
「
唐
の
三
省
」
(
史
林

・
十
五
谷
四
説
、
一
九
三

O
年
。『中

園
法
制
史
考
謹
』
有
斐
閣
、
一
九
六
三
年
、
に
再
録
)
参
照
。

②

山
本
氏
の
著
書
は
、
王
命
の
起
草
に
関
す
る
制
度
を
通
観
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
史
部
の
書
物
に
の
み
依
接
さ
れ
、
集
部
に
枚
め
ら
れ
た
多
数
の

制
諮
類
を
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
鮎
が
惜
し
ま
れ
る
。

③
孫
園
棟
「
唐
代
中
書
舎
人
選
官
途
筏
考
稗
」
(
銭
穆
先
生
八
十
歳
紀
念

論
文
集
、
一
九
七
四
年
〉
参
照
。

④
宮
崎
市
定
「
宋
代
官
制
序
説
」
(
佐
伯
富
編
『
宋
史
職
官
志
索
引
』
、
一

九
六
三
年
)
・
周
藤
吉
之
「
北
宋
に
お
け
る
三
司
の
輿
駿
」

(
駒
津
史
事

・十
三
、
一
九
六
五
年
。
『
宋
代
史
研
究
』
東
洋
文
庫
、

一
九
六
九
年
、

に
再
録
)
参
照
。
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⑤

青

山
定
雄

「
唐
代
の
騨
と
郵
及
び
進
奏
院
」
(
『
唐
宋
時
代
の
交
通
と
地

誌
地
闘
の
研
究
』
古
川
弘
文
館
、
一
九
六
三
年
)
参
照
。

⑥
内
藤
乾
士
口
「
庸
の
三
省
」
参
照
。

⑦
宮
崎
市
定
『
東
洋
的
近
世
』
(
数
育
タ
イ
ム

ス
祉
、
一
九

五
O
年。

宮
崎
市
定
『
ア
ジ
ア
史
論
考

土
谷

・概
説
編
』
朝
日
新
聞
社
、

一
九
七

六
年
、
に
再
録
橡
定
〉
参
照
。

③

ウ

ェ

l
リ
l
著
、
花
房
英
樹
誇
『
白
築
天
』
(
み
す
ず
書
房
、
一
九
五

九
年
)
参
照
。

②

各

テ
キ
ス
ト
は
「
自
武
徳
以
来
」
に
作
る
が
、
殿
耕
笠
氏
が
意
を
も
っ

て
「
自
至
徳
以
来
」
に
訂
さ
れ
た
説
に
従
が
う
。
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The Drafting of Decrees (zhi-gao制諧）in the Tang 唐Period

Mａｍｏｒii　Ｔｏｎａｍi

　　

This article is an inquiry into the nature of zhi-gao制浩, the orders

issued to　bureaucrats　which　in the　Tang period　were　written　by the

drafting officials at the state secretariat （ｚｈｏｎｅ.ｓhtt　ｓｈｅ-ｒｅｎ中書舎人）･

The process by which the decrees were drafted　is traced, especially the

decrees addressed to the bureaucrats of the extra-codal Qling-i砂αf令外），

commissioners' ｏ伍ｃｅs（ｓhi-ｙｕａｎ使院）｡

　　

The opening section of ａ　decree, that is, the　subject-heading of an

order, was known as the ci-tｏＭ詞頭.　Refusal on the part of the drafting

o伍cials to accept the ｄ-tｏｕａｓsigned to　them was an ｅχceptional occur-

rence during the Tang, but in the Song 宋period, after 1041, rejection

of ci-tou and　refusal to　draft　decrees　were　not　regarded as　anything

strange｡

　　

On the basis of an analysis of the actual uses to which ｚhi-ｇａｏwere

put, it is possible to gain some concrete understanding of many features

of the Tang bureaucracy. One ｅχample is the work of the ｓｈａｎｅ-ａ∂上

佐(lower-echelon prefectural officials　such as bie一加別礼法ａｎｓ-ｓhi長

史, and ｓf一肖α司馬) during the second half of the Tang･

２－


